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別紙 １ 　　　　平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

整理番号 1704 事務事業名
自立支援給付事業

（精神保健福祉推進事業）
作成部署 保健福祉部福祉課 内線812

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 部長職名 三熊秀範 課長職名 木下隆司 作成日 平成21年5月31日

事務事業開始年度 H6
根拠法令等

・障害者自立支援法第77条第1項第4号
・メンタルヘルスコミュニティ北ひろしま管理運営規則〃  終了予定年度

【１ 計　画 （プラン）】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 安全で安心できるまち

節） 障害者福祉

施策） 社会参加の促進

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

　精神障がい者

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

　精神障がい者の日中活動を支援し、社会復帰ならびに社会参加を促進する。

手
　
　
段

平成21年度まで

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　【社会復帰訓練事業（ＭＨＣ北ひろしま）】週5日　木工手芸作業等　定員30人

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　平成21年度、北広島市第３次実施計画に基づき公募型プロポーザル方式によりＭＨＣ北ひろし
まの運営業務をＮＰＯ法人に委託する準備を行い、平成22年4月から委託による運営を実施してい
る。平成22年度については、利用者の拡大に向けて取り組みを行なう。（本年度から精神障害者
社会復帰訓練通所交通費助成事業は事務事業評価上、単独評価としている。）

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

【事業費の推移】 20年度決算 21年度決算 22年度予算 23年度の予定

直接事業費

 国支出金 1,033 1,352 968 968

 道支出金 4,016 2,843 2,651 2,651

 地方債

 その他特財 12

 一般財源 4,230 3,050 5,542 5,542

 ① 合　計 9,291 7,245 9,161 9,161

人  件  費
（概算）

 ② 人　数（年間） 0.04 0.04 0.04 0.04

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ④ ＝②×③ 360 360 360 360

　総　事　業　費  ①＋④ 9,651 7,605 9,521 9,521

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

指　　　標　　　名 目標値 21年度(確定値) 22年度(予定値） 23年度(予定値)

基 本
指 標

精神障がい者数（精神保健福祉手
帳取得者・自立支援医療制度利用
者）

1,323 1,200 1,260 1,323

活 動
指 標

ＭＨＣ北ひろしま在籍数 30 30 30 30

成 果

指 標

ＭＨＣ北ひろしま通所延人数
人 3,500 2,101 3,500 3,500

【指標の定義（算式等）】

ＭＨＣ北ひろしま１日平均通所者数
人 15 9 15 15

延べ人数/開所日数

ＭＨＣ北ひろしま年間開所日数
日 15 235 240 240

【指標の定義（算式等）】
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整理番号 1704
【３ 評　価 （チェック）】

チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3
　精神障がい者が近年増加する中、対象者の社会復帰訓練
及び日中活動の場を提供することは非常に重要なことであ
る。

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3

　成果を数値で示すことは大変困難なことではあるが、社
会復帰訓練事業の実施は利用者にとって就労訓練や対人関
係の構築に有効であり、訓練と平行し利用者の日常生活の
相談を実施するなど、メンタル面においても有効な事業で
ある。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

2
　通所延べ人数が減少傾向にあったことから、運営方法等
の見直しを行い平成22年度から委託により実施することと
した。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏って
　いないか

3
　地域活動支援センターとしての位置付け及び他自治体の
状況から利用料は無償としている。

評点区分 　　　３　適切　　　　　　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　　１　不適切

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

【 参 考 】 事務事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価 内部評価委員会による評価

前年度の総合判定 見直し － 見直し

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

【外部評価】 （外部評価委員会による評価） 【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 現状継続 統合 終了

見直し 平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

統合

　平成22年度から運営について精神保健福祉に専門的な知識や技術を持つ
ＮＰＯ法人への委託を実施したことを踏まえ、更に利用者にとって有効な
事業となるよう指導・助言等を行い利用者の拡大に取り組む。

休止・廃止

終了

今後の方向性に対する意見

　必要不可欠な事業である。
　平成２２年度からは運営業務をＮＰＯ法人
に委託している。民間委託は効率化と事業費
削減を目的としているが、２２年度からの国
と道の支出金の減少により一般財源の持ち出
しはむしろ増えており、「地域活動支援セン
ター事業」との統合も視野にいれるべきであ
る。

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

平成23年度に向けた具体的な方向性

　目的・効果は明確である。市直営からＮＰＯ法人へ委託したことにより
事業効果も高まると予想される。補助金に関して、市の交付基準との整合
性をもたせること。

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 統合 終了
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別紙 １ 　　　　平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

整理番号 1705 事務事業名
（地域生活支援事業）

コミュニケーション支援事業
作成部署 保健福祉部福祉課 内線812

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 部長職名 三熊秀範 課長職名 木下隆司 作成日 平成21年5月31日

事務事業開始年度 H6
根拠法令等 障害者自立支援法第７７条第１項第２号　北広島市地域生活支援事業実施要綱

〃  終了予定年度

【１ 計　画 （プラン）】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 安全で安心できるまち

節） 障害者福祉

施策） 社会参加の促進

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

　聴覚、言語機能、音声機能、視覚障がい者

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

　聴覚、言語機能、音声機能、視覚障がい者とその他の人との意思疎通を円滑に行うため、手話
通訳、要約筆記、点訳などを行う。

手
　
　
段

平成21年度まで

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　手話通訳者・要約筆記者の派遣、養成講座の開催。朗読･点訳ボランティアの養成講座の開催。
点字・声の広報の発行などを行った。

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　同　　上

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

【事業費の推移】 20年度決算 21年度決算 22年度予算 23年度の予定

直接事業費

 国支出金 1,496 2,063 1,664 1,664

 道支出金 748 1,032 832 832

 地方債

 その他特財

 一般財源 2,239 1,753 2,858 2,858

 ① 合　計 4,483 4,848 5,354 5,354

人  件  費
（概算）

 ② 人　数（年間） 1.02 1.02 1.02 1.02

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ④ ＝②×③ 9,180 9,180 9,180 9,180

　総　事　業　費  ①＋④ 13,663 14,028 14,534 14,534

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

指　　　標　　　名 目標値 21年度(確定値) 22年度(予定値） 23年度(予定値)

基 本
指 標

聴覚・言語・視覚障害者数 329 298 313 329

活 動
指 標

手話通訳者・要約筆記者 25 18 20 23

手話通訳者・要約筆記者の養成 30 59 30 30

朗読・点訳ボラ養成 20 11 15 20

点字・声の広報発行 11 11 11 11

成 果

指 標

延べ派遣件数
回 450 349 450 450

【指標の定義（算式等）】

１人当たりコスト

千円 32 39 32 32総事業費/派遣件数+点字・声の広
報発行者数
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【３ 評　価 （チェック）】

チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3

　視覚・聴力障がい者等が日常的に、地域生活において意
思疎通を円滑に行なうための各種サービスであり、障害者
自立支援法に基づく「地域生活支援事業」の必須事業であ
る。

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3

　障がい者が安心して地域生活を行うためには、手話通訳
者等の派遣によるコミュニケーション支援は必要不可欠で
ある。また、点字及び音声により声の広報、議会だよりな
どの行政情報を提供は地域生活において有効である。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3
　コミュニケーションが困難な障がい者の在宅生活が確保
されている。サービスの提供にあたっては、登録手話通訳
者等（市民）派遣などの方法により行っている。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏って
　いないか

3 　日常生活を支える事業であり、派遣料等は無料である。

評点区分 　　　３　適切　　　　　　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　　１　不適切

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

【 参 考 】 事務事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価 内部評価委員会による評価

前年度の総合判定 現状継続 － 現状継続

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

【外部評価】 （外部評価委員会による評価） 【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 現状継続 統合 終了

見直し 平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

統合

　コミュニケーションを図ることが困難な人を支援する事業である。派遣
内容の多様化に対応するため、手話・要約筆記等養成講座などを開催し更
にレベルアップを図る。

休止・廃止

終了

今後の方向性に対する意見

　障がい者にとって地域生活を送るためには
必要不可欠な事業である。
　多種多様なニーズに対応するため派遣者養
成講座の充実等の取り組みは評価出来る。

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

平成23年度に向けた具体的な方向性

　目的・効果は明確であり、登録者の活用や育成を図る必要がある。

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 統合 終了
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別紙 １ 　　　　平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

整理番号 1706 事務事業名
(地域生活支援事業）

自動車運転免許・改造助成事業
作成部署 保健福祉部福祉課 内線812

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 部長職名 三熊秀範 課長職名 木下隆司 作成日 平成21年5月31日

事務事業開始年度 H5
根拠法令等 障害者自立支援法第７７条第３項　北広島市地域生活支援事業実施要綱

〃  終了予定年度

【１ 計　画 （プラン）】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 安全で安心できるまち

節） 障害者福祉

施策） 社会参加の促進

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

　免許取得～身体障害者手帳４級以上、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を交付された方。自
動車改造～肢体不自由者で就労等に伴い、自動車改造が必要な方

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

　免許取得：取得費を助成することにより職域、生活範囲を広げ自立の促進を図る。自動車改
造：自動車の改造経費を助成することにより社会参加の促進を図る。

手
　
　
段

平成21年度まで

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　自動車運転免許取得や自動車改造を行う障がい者に10万円を限度として助成している。

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　同　　上

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

【事業費の推移】 20年度決算 21年度決算 22年度予算 23年度の予定

直接事業費

 国支出金 100 85 125 125

 道支出金 50 43 62 62

 地方債

 その他特財

 一般財源 139 72 213 213

 ① 合　計 289 200 400 400

人  件  費
（概算）

 ② 人　数（年間） 0.01 0.01 0.01 0.01

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ④ ＝②×③ 90 90 90 90

　総　事　業　費  ①＋④ 379 290 490 490

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

指　　　標　　　名 目標値 21年度(確定値) 22年度(予定値） 23年度(予定値)

基 本
指 標

免許対象人数（身体1～4級・知的・精神） 3,011 2,730 2,867 3,011

改造対象人数（身体1,2級肢体不自由） 702 636 668 702

活 動
指 標

延べ利用件数及び金額　改造 2件　200千円 1件　100千円 2件　200千円 2件　200千円

延べ利用件数及び金額　免許 2件　200千円 1件　100千円 2件　200千円 2件　200千円

成 果

指 標

延べ総利用件数
件 4件　　400千円 2件　200千円 4件　400千円 4件　400千円

【改造及び免許件数】

1人当たり費用
千円 123 145 123 123

【総事業費/延べ利用件数】

【指標の定義（算式等）】
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■ ■ □ □

□

□

□

□

□ □ □

■ □ □

整理番号 1706
【３ 評　価 （チェック）】

チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3 　障がい者の社会参加を促進する事業である。

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3
　免許取得や自動車改造に助成を行なうことで、社会参加
促進に有効な事業である。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

2
　障がい者の生活範囲等が拡大され、社会参加と自立が図
られている。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏って
　いないか

3
　１０万円を上限とした助成制度であり、所得制限を設け
ていいる。

評点区分 　　　３　適切　　　　　　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　　１　不適切

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

【 参 考 】 事務事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価 内部評価委員会による評価

前年度の総合判定 現状継続 現状継続

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

【外部評価】 （外部評価委員会による評価） 【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 現状継続 統合 終了

見直し 平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

統合

　免許取得や自動車改造に助成を行なうことで、社会参加促進に有効な事
業であり、障がい者の自立に必要な事業であることから、今後も継続して
実施する。

休止・廃止

終了

今後の方向性に対する意見

　障がい者にとって地域生活を送るために
は、意義のある事業である。

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

平成23年度に向けた具体的な方向性

　目的・効果が明確であり、自己評価のとおり現状継続とする。

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 統合 終了



電話

(第 1

(第 4

(第 2

単位

人

箇所

① 人

② 人

③

④

①

②

③

【指標の定義（算式等）】

641 641 547
【総事業費/利用登録者数】

4 4 4
【総事業費/延べ利用者数】

成 果

指 標

利用1件当たりの費用
千円 4

利用者１人当たりの費用
千円 641

9,000 9,000

利用登録者数 47 47 47 47

基 本
指 標

対象人数（身体・知的・精神） 4,469 4,053

活 動
指 標

年間延べ利用者数 9,000 8,660

指　　　標　　　名 目標値 21年度(確定値)

4,256 4,469

地域活動支援センター数 4 4 4 4

　総　事　業　費  ①＋④ 33,573 30,090 30,090

22年度(予定値） 23年度(予定値)

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ④ ＝②×③ 90 90 90

33,483 30,000 30,000

90

30,090

0.01

30,000

人  件  費
（概算）

 ② 人　数（年間） 0.01 0.01 0.01

直接事業費

 国支出金 2,067

 ① 合　計

 一般財源 24,382 21,837 22,856 22,856

 その他特財

 地方債

1,874 1,874

 道支出金 7,034 5,610 5,270 5,270

2,553

20年度決算 21年度決算 22年度予算

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

23年度の予定【事業費の推移】

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　平成21年度に引き続き、地域活動支援センター運営費の助成を行う。

手
　
　
段

平成21年度まで

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　手仕事屋、クレインに加え、平成20年度から、わたげ（小春日工房）、北ひろしま福祉会
（フィット）の計4箇所に対し、運営費の補助を行った。障がい者の日中活動の場の提供として、
創作活動、生産活動、交流活動等を行っている。

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

　在宅の障がい者

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

　日中活動の場を設け創作活動又は生産活動を行うことにより、障がい者の自立の促進を図る。

【１ 計　画 （プラン）】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 安全で安心できるまち

節） 障害者福祉

施策） 社会参加の促進

課長職名 木下隆司

事務事業開始年度 H12
根拠法令等

障害者自立支援法第７７条第１項第４号、北広島市地域活動支援センター運
営費補助金交付要綱、北広島市補助金等交付規則

事務事業名
（地域生活支援事業）地域活動支

援センター事業

〃  終了予定年度

812

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 部長職名 三熊秀範

作成部署 保健福祉部福祉課

作成日 平成21年5月31日

別紙 １ 　　　　平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

整理番号 1707



評点

■ □

■

□

□

□

□ □ □ □

■ ■ □ □

□

□

□

□

□ □ □

■ □ □

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 統合 終了

終了

今後の方向性に対する意見

　障がい者が自立するためには必要不可欠な
事業である。
　歴史的経過は理解するとしても、身体・精
神障がい者の自立を支援する意味合いから、
両事業の統合も視野に入れるべきである。

平成23年度に向けた具体的な方向性

休止・廃止

現状継続 現状継続 統合 終了

　目的・効果は明確であるが、支援センター数、定員数など適正規模を決
定する必要がある。補助金に関して、市の交付基準との整合性をもたせる
こと。

総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化 見直し

見直し 平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

統合

　一般就労が困難な障がい者に日中活動の場を提供し、また、施設から地
域移行した障がい者の日中活動の場を確保するためにも今後も継続する。

休止・廃止

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

－

【外部評価】 （外部評価委員会による評価） 【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化

内部評価委員会による評価

前年度の総合判定 現状継続 現状継続

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【 参 考 】 事務事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

評点区分 　　　３　適切　　　　　　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　　１　不適切

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏って
　いないか

3
　道の事業所指定に基づいている。光熱水費について一部
利用者負担あり。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3 　通所人数等により、基本額・加算額が定められている。

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3
　障がい者の日中活動の場を確保するものであり、有効な
事業である。

チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3
　障害者自立支援法「市町村地域生活支援事業」の中の必
須事業である。

整理番号 19-10
【３ 評　価 （チェック）】



％ ％ ％

％ ％ ％

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

整理番号 1707-1 ＜継続用＞

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 地域活動支援センター運営費補助金

交付先の名称
及び代表者名

特定非営利活動法人手仕事屋　　代表　佐々木　紀雄 設立年 平成8年

 構成員(団体)数 16人 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

在宅の障がい者に対し日中活動の場を設け、創作活動や生産活動を行うことにより、障がい者の
自立促進を図る。

 交付先団体等の
 活動内容

パッチワーク、手工芸、機織り、木工、印刷一般、下請け作業（ミシンがけ、病院・ホテルリネ
ン類修理等）

事務局の状況
（21年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（21年度）

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当 ■運営費・事業費の双方に充当

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２０年度 (決算) ２１年度 (決算) ２２年度 (予算)

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 9,000 9,000 9,000

寄付金 0 10 0

授産事業収入 0 1,905 1,500

雑収入 0 7 6

借入金 1,170 0 0

繰越金 0 1 24

収　入　合　計 （Ｂ） 10,170 10,923 10,530

支　　出

人件費 8,984 7,191 7,600

事務・事業費 1,186 2,055 2,170

授産工賃 0 1,653 760

役務工賃 0 0 0

繰出し金 0 0 0

備品購入費 0 0 0

支　出　合　計 （Ｃ） 10,170 10,899 10,530

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 24 0

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

88 83 85

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

運営費・事業費 運営費・事業費 運営費・事業費

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 10,170 9,167 9,950

補助・交付金の算出根拠
北広島市地域活動支援センター運営費補助金交付要綱、北海道の地域活動支援セ
ンター運営費等補助要綱に基づく定額補助（Ⅱ型）

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 88 98 90



％ ％ ％

％ ％ ％

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

整理番号 1707-2 ＜継続用＞

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 地域活動支援センター運営費補助金

交付先の名称
及び代表者名

特定非営利活動法人　クレイン　代表　押切　勇 設立年 平成9年

 構成員(団体)数 19人 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

在宅の障がい者に対し日中活動の場を設け、創作活動や生産活動を行うことにより、障がい者の
自立促進を図る。

 交付先団体等の
 活動内容

クリーニング取次ぎ、下請け作業、バザー出店等

事務局の状況
（21年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（21年度）

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当 ■運営費・事業費の双方に充当

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２０年度 (決算) ２１年度 (決算) ２２年度 (予算)

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 9,000 9,000 9,000

寄付金 0 0 0

授産事業収入 1,169 1,097 1,500

雑収入 327 381 650

借入金 500 300 0

繰越金 96 182 37

収　入　合　計 （Ｂ） 11,092 10,960 11,187

支　　出

人件費 7,438 7,723 7,462

事務・事業費 2,289 2,209 2,184

授産工賃 935 937 1,300

役務工賃 0 0 0

予備費 0 0 0

備品購入費 0 0 0

その他 248 54 241

支　出　合　計 （Ｃ） 10,910 10,923 11,187

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 182 37 0

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

82 82 80

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

運営費・事業費 運営費・事業費 運営費・事業費

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 9,727 9,670 9,647

補助・交付金の算出根拠
北広島市地域活動支援センター運営費補助金交付要綱、北海道の地域活動支援セ
ンター運営費等補助要綱に基づく定額補助（Ⅱ型）

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 93 93 93



％ ％ ％

％ ％ ％

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

整理番号 1707-3 ＜継続用＞

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 地域活動支援センター運営費補助金

交付先の名称
及び代表者名

特定非営利活動法人わたげ　「小春日工房」　　代表　香取信子 設立年 平成20年

 構成員(団体)数 13人 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

在宅の障がい者に対し日中活動の場を設け、創作活動や生産活動を行うことにより、障がい者の
自立促進を図る。

 交付先団体等の
 活動内容

農作物の生産活動、食品加工作業、手工芸作業、余暇活動・地域交流活動（収穫祭）

事務局の状況
（21年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（21年度）

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当 ■運営費・事業費の双方に充当

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２０年度 (決算) ２１年度 (決算) ２２年度 (予算)

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 6,000 6,000 6,000

授産事業収入ほか 355 1,249 500

収　入　合　計 （Ｂ） 6,355 7,249 6,500

支　　出

人件費 4,384 4,367 4,643

事務・事業費 1,848 2,418 1,457

授産工賃・材料費 464 400

その他 123 0 0

支　出　合　計 （Ｃ） 6,355 7,249 6,500

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

94 83 92

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

運営費・事業費 運営費・事業費 運営費・事業費

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 6,232 6,735 6,100

補助・交付金の算出根拠 北広島市地域活動支援センター運営費補助金交付要綱に基づく定額補助（Ⅳ型）

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 96 89 98



％ ％ ％

％ ％ ％

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

整理番号 1707-4 ＜継続用＞

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 地域活動支援センター運営費補助金

交付先の名称
及び代表者名

社会福祉法人北ひろしま福祉会　「フィット」　理事長　野口　道男 設立年 平成20年

 構成員(団体)数 67人 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

在宅の障がい者に対し日中活動の場を設け、創作活動等を行うことにより、障がい者の自立促進
を図る。

 交付先団体等の
 活動内容

余暇活動（カラオケ、ゲーム等）、創作活動（絵画、書道等）、スポーツ（ゴロッケー、体操
等）等

事務局の状況
（21年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（21年度）

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当 ■運営費・事業費の双方に充当

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２０年度 (決算) ２１年度 (決算) ２２年度 (予算)

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 6,000 6,000 6,000

繰入金 2,300 3,000 1,660

雑収入 9 26 0

収　入　合　計 （Ｂ） 8,309 9,026 7,660

支　　出

人件費 5,385 5,831 5,234

事務・事業費 2,045 1,958 2,426

その他 530 492

支　出　合　計 （Ｃ） 7,960 8,281 7,660

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 349 745 0

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

75 72 78

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

運営費・事業費 運営費・事業費 運営費・事業費

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 6,448 7,789 7,236

補助・交付金の算出根拠 北広島市地域活動支援センター運営費補助金交付要綱に基づく定額補助（Ⅳ型）

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 93 77 83



電話

(第 1

(第 4

(第 2

単位

人

① 人

② 人

③ 人

④ 人

①

②

③

別紙 １ 　　　　平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

整理番号 1708 事務事業名
(障害サービス事業）

障がい者等交通費助成事業
作成部署 保健福祉部福祉課 812

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 部長職名 三熊秀範 課長職名 木下隆司 作成日 平成21年5月31日

事務事業開始年度 H2
根拠法令等 北広島市障害者等に対する交通費助成要綱

〃  終了予定年度

【１ 計　画 （プラン）】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 安全で安心できるまち

節） 障害者福祉

施策） 社会参加の促進

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

重度心身障がい児・者等

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

　タクシー・自動車燃料費用の一部助成を行い、自宅にひきこもりがちな障がい者の外出支援と
負担軽減を図る。

手
　
　
段

平成21年度まで

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　タクシー利用券（年額１２，０００円分）又は燃料利用券（年額９，０００円分）を対象者の
選択により交付。札幌タクシー協会、北広島市福祉有償運送事業者、札幌地方石油業協同組合な
どで使用可。また、北広島市移送サービス事業の利用時にも使用を可としている。

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　同　　上

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

【事業費の推移】 20年度決算 21年度決算 22年度予算 23年度の予定

直接事業費

 国支出金

 道支出金

 地方債

 その他特財 12,204 12,387 13,009 13,009

 一般財源 190 32 32

 ① 合　計 12,394 12,387 13,041 13,041

人  件  費
（概算）

 ② 人　数（年間） 0.01 0.01 0.01 0.01

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ④ ＝②×③ 90 90 90 90

　総　事　業　費  ①＋④ 12,484 12,477 13,131 13,131

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

指　　　標　　　名 目標値 21年度(確定値) 22年度(予定値） 23年度(予定値)

基 本
指 標

（重度身体・重度知的･重度精神） 1,670 1,514 1,590 1,670

活 動
指 標

対象者数 1,670 1,514 1,590 1,670

給付者総数 1,468 1,399 1,468 1,468

給付者数（燃料） 593 565 593 593

給付者数（タクシー） 875 834 875 875

成 果

指 標

利用率（燃料）
％ 88.1% 88.1% 88.1% 88.1%

利用総額／申請総額

利用率（タクシー）
％ 76.7% 76.7% 76.7% 76.7%

利用総額／申請総額

【指標の定義（算式等）】



評点

□ ■

■

□

□

□

□ □ □ □

■ ■ □ □

□

□

□

□

□ ■ □

□ □ □

整理番号 19-14
【３ 評　価 （チェック）】

チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3 重度の障がい者の在宅生活を支援するものである。

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3 外出支援に繋がり、社会参加が図られる。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3 チケット制であり、利用しやすい。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏って
　いないか

3 一部助成であり、差額は本人負担である。

評点区分 　　　３　適切　　　　　　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　　１　不適切

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

【 参 考 】 事務事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価 内部評価委員会による評価

前年度の総合判定 現状継続 － 現状継続

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

【外部評価】 （外部評価委員会による評価） 【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 現状継続 統合 終了

見直し 平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

統合

　外出の負担軽減を図ることにより、社会参加に繋がる事業であり継続し
ていく。

休止・廃止

終了

今後の方向性に対する意見

　ひきこもりがちな障がい者の社会参加や外
出を促す手段として有効であり、利用者も多
く福祉効果の高い事業と評価できる。
　ただし、対象者の増加に伴い財政負担が過
重な状況が生じてきた場合、支給対象者及び
支給額について見直し等の検討も必要であ
る。

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

平成23年度に向けた具体的な方向性

　給付額が増加しており、支給対象、支給方法の見直しに向けた検討が必
要である。基金の減少に対する検討を行うこと。（実行計画改革項目
No106:福祉タクシー助成事業の見直し）

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 統合 終了



電話

（第 1 章）

（第 4 節）

（第 2

23 ～ 年度

点

整理番号 1708 事務事業名
(障害サービス事業）

障がい者等交通費助成事業
作成部署 保健福祉部福祉課 812

三熊秀範 課長職名 木下隆司

別紙 ３ 　平成２２年度補助金等評価調書（現行補助金用）

作成日 平成22年5月31日

事務事業開始年度 H2
根拠法令等 北広島市障害者等に対する交通費助成要綱

〃  終了予定年度

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 部長職名

補助金等の概要
重度心身障がい児者等に対し、タクシー又は自動車燃料利用券を支給し、外出支援及び社会参加の
促進等を図るものである。
●タクシー利用券と燃料利用券の選択性（タクシー：年額12,000円　燃料：年額9,000円）

上位施策との関連 章 　安全で安心できるまち

（総合計画での
  位置付け）

節 　障害者福祉

施策 　社会参加の促進 施策）

【費用の予定額】 （単位：千円）

区　　　　分 21年度決算額 22年度予算額
23年度以降予定額

毎年度

道支出金

地方債

その他特財 12,387 13,009 13,009 13,009

32 32

合　計 12,577 13,041 13,041 13,041

交付金額

国支出金

 法律・北海道条令等で実施が義務付けられている事務事業か 　　□有　　　　■無

一般財源 190 32

評　価　

チェック項目 採点 選択理由、説明等

公
益
性

次の項目のいずれかに該当していること
(1)住民自治の向上、市民の福祉・健康増進が図られるもの
(2)市民の安全で安心な生活に寄与するもの
(3)市民の教育、文化、スポーツの振興に寄与するもの
(4)地域の経済、産業の振興、雇用の促進に寄与するもの
(5)市の施策として推進する事業を団体又は個人に対し積極的に
奨励しようとするもの

4
障がい者の安全な外出を支援するものであ
り、社会参加の促進にもつながる。また、一
定の経済効果もあり、市民の福祉向上も図ら
れる。

×３＝

12

必
要
性

(1)事業活動の目的や内容等が社会経済情勢に合致している 4
同様なサービスについては、他自治体におい
てもその必要性から実施している。(2)行政と市民の役割分担の中で、真に補助すべき事業・活動で

ある
4

効
果
性

(1)効果が広く市民にいきわたり、特定の者のみの利益に供する
ことのないもの

3 障がい者に対する支援であり、サービスの受
給者には地域生活を行うにあたって欠かせな
いものとなっている。(2)補助金等の交付に対して費用対効果が認められる 5

採点区分
　　５点　大いに認められる　　　　　　４点　認められる　　　　　　３点　やや認められる
　　２点　あまり認められない　　　　　１点　認められない

適
格
性

個人に対する補助金等は(1)及び(2)の項目について採点し、団
体等に対する補助金等は全項目について採点する。
(1)支出手続が、法令、条例、規則、要綱等に基づいていること
(2)支出目的、範囲が法令の規定に抵触していないこと
(3)団体等の会計処理及び補助金等の使途が適切であること
(4)団体等において適正な監査機能を有していること
(5)団体等の事業活動の内容と補助の目的との整合がとれている
こと

5
市が対象者個人に対し行っているものであ

る。

採点合計 33



電話

(第 1

(第 4

(第 2

単位

人

① 人

①

②

別紙 １ 　　　　平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

整理番号 1709 事務事業名
自立支援給付事業

（精神保健福祉推進事業）
作成部署 保健福祉部福祉課 812

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 部長職名 三熊秀範 課長職名 木下隆司 作成日 平成21年5月31日

事務事業開始年度 S46
根拠法令等 　・北広島市精神障害者社会復帰訓練通所交通費助成要綱

〃  終了予定年度

【１ 計　画 （プラン）】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 安全で安心できるまち

節） 障害者福祉

施策） 社会参加の促進

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

　精神障がい者

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

　精神障がい者の日中活動への参加を支援し、社会復帰ならびに社会参加を促進する。

手
　
　
段

平成21年度まで

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　【社会復帰訓練通所交通費助成事業】精神障がい者に対する公共交通機関の運賃割引制度がな
いことから、社会復帰施設等に通所する際の公共交通機関の交通費について、1/2を助成

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　同　　上

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

【事業費の推移】 20年度決算 21年度決算 22年度予算 23年度の予定

直接事業費

 国支出金

 道支出金 500 500 500 500

 地方債

 その他特財

 一般財源 1,250 1,434 1,516 1,516

 ① 合　計 1,750 1,934 2,016 2,016

人  件  費
（概算）

 ② 人　数（年間） 0.04 0.04 0.04 0.04

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ④ ＝②×③ 360 360 360 360

　総　事　業　費  ①＋④ 2,110 2,294 2,376 2,376

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

指　　　標　　　名 目標値 21年度(確定値) 22年度(予定値） 23年度(予定値)

基 本
指 標

精神障がい者数（自立支援医療制
度利用者を含む）

1,323 1,200 1,260 1,323

活 動
指 標

交通費助成実人数 50 50 50 50

成 果

指 標

交通費助成延べ日数
日 4,500 4,380 4,500 4,500

【指標の定義（算式等）】

交通費助成者１人当たりコスト
千円 41 46 41 41

総事業費/助成実人数



評点

□ ■

■

□

□

□

□ □ □ □

■ ■ □ □

□

□

□

□

□ □ □

■ □ □

整理番号 1709
【３ 評　価 （チェック）】

チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3
　社会復帰訓練施設等への通所は、障がい者の社会参加や
日中活動に有効であり、現状では精神障がい者は、公共交
通機関割引の対象外であるための助成である。

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3
　社会復帰訓練事業の実施や通所交通費の助成により、精
神障がい者の社会参加の促進や日中活動の場の提供が図ら
れる。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3
　精神障がい者の社会参加の促進や日中活動の場の提供が
図られる。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏って
　いないか

3 　他の障がい種別との公平性を図ったものである。

評点区分 　　　３　適切　　　　　　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　　１　不適切

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

【 参 考 】 事務事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価 内部評価委員会による評価

前年度の総合判定 見直し 見直し

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

【外部評価】 （外部評価委員会による評価） 【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 現状継続 統合 終了

見直し 平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

統合

他の障がい種別との公平性が図られるまでは継続実施する。

休止・廃止

終了

今後の方向性に対する意見

　交通費助成は、精神障がい者の社会参加や
日中活動を行う動機付けにもなり障がい者の
自立支援に適った事業である。
　本事業は、本市独自の自立支援給付事業の
一環であるが「障がい者自立支援法」に基づ
く事業であることを明確にすべきである。

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

平成23年度に向けた具体的な方向性

　自己評価のとおり継続実施とする。

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 統合 終了



電話

(第 1

(第 4

(第 2

単位

人

千円

千円

① 人

② 日

③ 人

④

①

②

③

別紙 １ 　　　　平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

整理番号 1710 事務事業名
心身障がい児・者通所施設運営費

補助事業
作成部署 保健福祉部福祉課 812

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 部長職名 三熊　秀範 課長職名 木下隆司 作成日 平成21年5月31日

事務事業開始年度 H10
根拠法令等 北広島市社会福祉施設運営費補助要綱・北広島市補助金等交付規則

〃  終了予定年度

【１ 計　画 （プラン）】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 安全で安心できるまち

節） 障害者福祉

施策） 社会参加の促進

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

送迎事業：北ひろしま福祉会に通所する障がい児（者）　施設開放事業：在宅の障がい児（者）

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

●　送迎事業：通所する知的障がい児者の送迎費用の一部を助成し、障がい児者の安全と介護者
の負担軽減を図る。
●施設開放事業：夏休み、冬休みの長期休暇時に障がい児者の活動の場を確保するための事業を
行い、閉じこもり予防と家族の負担軽減を図る。

手
　
　
段

平成21年度まで

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

●　送迎事業：社会福祉法人北ひろしま福祉会が運営する通所施設の送迎事業費用の一部を助
成。　　　　●　施設開放事業：夏休み、冬休みの在宅障がい児者への屋外活動事業費用への一
部を助成。

平成22年度
同上

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

【事業費の推移】 20年度決算 21年度決算 22年度予算 23年度の予定

直接事業費

 国支出金

 道支出金

 地方債

 その他特財

 一般財源 2,700 2,692 2,692 2,692

 ① 合　計 2,700 2,692 2,692 2,620

人  件  費
（概算）

 ② 人　数（年間） 0.01 0.01 0.01 0.01

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ④ ＝②×③ 90 90 90 90

　総　事　業　費  ①＋④ 2,790 2,782 2,782 2,710

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

指　　　標　　　名 目標値 21年度(確定値) 22年度(予定値） 23年度(予定値)

基 本
指 標

障がい児・者数（身体・知的障がい 3,146 2,853 2,996 3,146

通所事業総事業費 1,783 1,783 1,783 1,783

開放事業総事業費 909 909 909 909

活 動
指 標

北広島デイセンター送迎バス平均利用
者数(片道・1日あたり)

72 72 72 72

開放事業日数 6 6 6 6

開放事業参加者数 114 114 114 114

成 果

指 標

通所事業利用者1人当たりの費用
千円 25 25 25 25

【通所事業総事業費/平均利用者数】

開放事業利用者1人当たりの費用
千円 8 8 8 8

【開放事業総事業費/参加者数】

【指標の定義（算式等）】



評点

□ ■

■

□

□

□

□ □ □ □

■ ■ □ □

□

□

□

□

□ ■ □

□ □ □

整理番号 1710
【３ 評　価 （チェック）】

チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3
　通所者の安全確保と夏季・冬季の休暇時の活動の場を確
保するものである。

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3

　送迎の支援により通所者の安全が確保されていること。
ならびに、開放事業は多数の参加者により運営されてい
る。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3
　送迎に係る費用の一部助成である。開放事業の運営につ
いては、ボランティアを活用し実施している。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏って
　いないか

3
　開放事業については、一部参加者から負担金を徴収し実
施している。

評点区分 　　　３　適切　　　　　　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　　１　不適切

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

【 参 考 】 事務事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価 内部評価委員会による評価

前年度の総合判定 現状継続 現状継続

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

【外部評価】 （外部評価委員会による評価） 【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 現状継続 統合 終了

見直し 平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

統合

通所者の安全確保と地域で施設機能を有効利用して休暇時の活動の場を
確保する事業であることから今後も継続する。

休止・廃止

終了

今後の方向性に対する意見

　当該施設への送迎及び運営事業への費用補
助は、心身障がい児・者の通所時における安
全確保と活動の場の確保に繋がり保護者・家
族の介護負担軽減や閉じこもり予防が図られ
ることから必要な事業と認められる。

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

平成23年度に向けた具体的な方向性

　他団体でも事業実施が可能であることから、一団体のみに補助すること
は適切ではない。補助金に関して、市の交付基準との整合性をもたせるこ
と。

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 統合 終了



電話

(第 1

(第 4

(第 2

単位

人

① 件

② 人

①

②

③

【指標の定義（算式等）】

7 7 7
【総事業費/会員数】

225 233 233
【総事業費/団体数】

成 果

指 標

団体1件当たりの費用
千円 233

会員1人当たりの費用
千円 7

4 4

会員数 138 138 138 138

基 本
指 標

対象人数（身体・知的・精神） 4,469 4,053

活 動
指 標

団体数 4 4

指　　　標　　　名 目標値 21年度(確定値)

4,256 4,469

　総　事　業　費  ①＋④ 1,031 898 929

22年度(予定値） 23年度(予定値)

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ④ ＝②×③ 180 180 180

851 718 749

180

929

0.02

749

人  件  費
（概算）

 ② 人　数（年間） 0.02 0.02 0.02

直接事業費

 国支出金

 ① 合　計

 一般財源 851 718 749 749

 その他特財

 地方債

 道支出金

20年度決算 21年度決算 22年度予算

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

23年度の予定【事業費の推移】

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

同上

手
　
　
段

平成21年度まで

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

団体活動の内容～学習会の開催、外部講師による研修会の開催、会報の発行等

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

　北広島市身体障害者福祉協会、北広島市しょうがい児・者を持つ親の会、北広島市聴力障害者
協会、精神障がい者家族会たけのこ会

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

障がい者団体の活動を支援することにより、団体活動を活性化し社会参加と自立の促進を図る。

【１ 計　画 （プラン）】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 安全で安心できるまち

節） 障害者福祉

施策） 社会参加の促進

課長職名 木下隆司

事務事業開始年度 S46
根拠法令等 北広島市補助金等交付規則

事務事業名 障がい者団体補助事業

〃  終了予定年度

812

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 部長職名 三熊秀範

作成部署 保健福祉部福祉課

作成日 平成21年5月31日

別紙 １ 　　　　平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

整理番号 1711



評点

□ ■

■

□

□

□

□ □ □ □

□ ■ □ □

□

□

■

□

□ ■ □

□ □ □

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 統合 終了

終了

今後の方向性に対する意見

　昭和46年から開始され40年になる補助事業
であるが、平成21年に公募型「公益活動事業
補助金」制度が創設されており、事業内容・
事業費等から本制度に乗り換えが可能と判断
されるので廃止の方向で検討すべきである。

平成23年度に向けた具体的な方向性

休止・廃止

現状継続 現状継続 統合 終了

　障害者自立支援法に基づき個別給付に重点を置いており、団体に補助を
する意味が不明確である。高齢化への対応、上部団体への負担金、決算内
容について精査する必要がある。（実行計画改革項目No21:運営費補助か
ら事業費補助への切り替え）

総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化 見直し

見直し 平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

統合

　活発な活動を展開する障がい者団体を支援するものであり、今後も継続
する。

休止・廃止

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

【外部評価】 （外部評価委員会による評価） 【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化

内部評価委員会による評価

前年度の総合判定 現状継続 現状継続

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【 参 考 】 事務事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

評点区分 　　　３　適切　　　　　　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　　１　不適切

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏って
　いないか

2
障がい者団体の活動のための助成であるが、全ての関係
団体への助成は行っていない。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3
会員相互の交流が進み活発な活動が展開されている。ま
た、事業への参加も増加している。

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3 活発な事業への参加が進んでいる。

チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3
障がい者団体の活動を支援することで、自立と社会参加
を図る。

整理番号 1711
【３ 評　価 （チェック）】



％ ％ ％

％ ％ ％

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

整理番号 1711-1 ＜継続用＞

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 北広島市身体障害者福祉協会補助金

交付先の名称
及び代表者名

北広島市身体障害者福祉協会　　会長　太田　巌 設立年 昭和46年

 構成員(団体)数 65人 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

身体障がい者福祉の目指す基本理念の実現に努めるとともに、身体障がい者の自立と社会参加の
促進に寄与し、その生活の安定と福祉の増進を図る。

 交付先団体等の
 活動内容

・各種研修会参加
・会員相互交流のレクリエーションの開催
・各種スポーツ大会の参加等

事務局の状況
（21年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（21年度）

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当 ■運営費・事業費の双方に充当

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２０年度 (決算) ２１年度 (決算) ２２年度 (予算)

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 281 273 273

配分金 200 288 275

会費 135 129 140

雑収入 6 6 1

繰越金 27 13 163

会員事業負担金 283 120

収　入　合　計 （Ｂ） 649 992 972

支　　出

事業費 499 691 720

事務費 10 10 10

通信費 10 35 50

負担金 46 36 50

会議費 71 57 100

役務費 0 0 0

予備費 0 0 42

支　出　合　計 （Ｃ） 636 829 972

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 13 163 0

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

44 33 28

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

運営費・事業費・
負担金

運営費・事業費・
負担金

運営費・事業費・
負担金

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 649 482 625

補助・交付金の算出根拠
○会議費・事務費・通信費・負担金・事業費の内　合計625,000円
ただし、市の予算の範囲内：補助金額273,000円

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 43 57 44



％ ％ ％

％ ％ ％

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

整理番号 1711-2 ＜継続用＞

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 北広島市しょうがい児者を持つ親の会補助金

交付先の名称
及び代表者名

北広島市しょうがい児者を持つ親の会　会長　佐藤　みどり 設立年 昭和49年

 構成員(団体)数 42人 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

北広島市の障がい児・者を持つ父母が中心となって、障がい児・者の福祉の増進を図ることを目
的とする。

 交付先団体等の
 活動内容

・障がい児・者の教育、訓練、治療の充実強化を図る。
・障がい児・者の技能習熟と、雇用の促進を図る。
・会員相互の親睦と組織活動の強化を研修を通して図る。

事務局の状況
（21年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（21年度）

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当 ■運営費・事業費の双方に充当

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２０年度 (決算) ２１年度 (決算) ２２年度 (予算)

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 289 280 280

市社協、手をつなぐ育成会等補助金 86 89 69

会費 338 322 260

雑収入 49 46

参加費(参加者負担) 519 380

繰越金 44 50 57

収　入　合　計 （Ｂ） 806 1,306 1,046

支　　出

事業費（講習会、研究会、視察） 450 953 740

会議費 49 36 45

負担金 148 136 150

事務費 28 39 34

図書費 18 18 20

予備費 0 0 0

役員活動費 63 67 57

支　出　合　計 （Ｃ） 756 1,249 1,046

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 50 57 0

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

38 22 27

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

運営費・負担金 運営費・負担金 運営費・負担金

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 756 1,085 1,047

補助・交付金の算出根拠
○事務費・会議費・負担金・役員活動費・図書費・事業費の内　合計1,045,883円
ただし、市の予算の範囲内：補助金額273,000円

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 38 26 27



％ ％ ％

％ ％ ％

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

整理番号 1711-3 ＜継続用＞

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 北広島市聴力障害者協会補助金

交付先の名称
及び代表者名

北広島市聴力障害者協会　会長　中島則義 設立年 昭和58年

 構成員(団体)数 22人 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

聴力障がい者の相互扶助のもとに団結し、会員相互の更生と社会的地位の向上に努めるととも
に、聴力障がい者の福祉増進を図り、地域の発展に寄与することを目的とする。

 交付先団体等の
 活動内容

・聴力障がい者の更生福祉に関すること。
・聴力障がい者の文化教養に関すること。
・聴力障がい者の調査研究に関すること。
・聴力障がい者の保健に関すること。

事務局の状況
（21年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（21年度）

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当 ■運営費・事業費の双方に充当

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２０年度 (決算) ２１年度 (決算) ２２年度 (予算)

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 119 119 119

会費 128 138 139

雑収入 12 10 9

事業収入 105 88 100

その他 5 0 0

繰越金 41 11 3

収　入　合　計 （Ｂ） 410 366 370

支　　出

事業費（講習会、研究会、視察） 111 87 122

旅費 18 12 20

負担金 126 125 125

会議費 34 41 49

役務費 22 0 0

事務費 16 91 50

予備費 72 7 4

支　出　合　計 （Ｃ） 399 363 370

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 11 3 0

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

30 33 32

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

運営費・負担金 運営費・負担金 運営費・負担金

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 399 286 295

補助・交付金の算出根拠
○事業費・旅費・負担金・会議費・役務費・事務費・予備費の内　合計295,000円
ただし、市の予算の範囲内：補助金額119,000円

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 30 42 40



％ ％ ％

％ ％ ％

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

整理番号 1711-4 ＜継続用＞

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 精神障がい者家族会補助金

交付先の名称
及び代表者名

たけのこ会　会長　丸山ウメ子 設立年 昭和58年

 構成員(団体)数 9人 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

　精神障がい者の家族が協力し、精神保健福祉の普及啓蒙に努力し、社会対策の充実を図り、家族
間の親睦を深め、地域社会を明るくすることを目的とする。

 交付先団体等の
 活動内容

・精神障がい者の福祉に必要な制度及び精神保健福祉の正しい理解を深めること。
・会員相互の親睦、福利増進を図ること。
・各関係機関、団体との連携を図ること。

事務局の状況
（21年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（21年度）

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当 ■運営費・事業費の双方に充当

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２０年度 (決算) ２１年度 (決算) ２２年度 (予算)

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 162 46 49

会費 99 48 48

雑収入 0 20 9

その他 19 7

繰越金 0 1 2

収　入　合　計 （Ｂ） 280 122 108

支　　出

事業費 119 30 22

旅費 12 29 20

負担金 70 0 0

会議費 45 49 63

役務費 33 12 3

予備費

支　出　合　計 （Ｃ） 279 120 108

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 1 2 0

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

58 38 45

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

運営費・負担金 運営費・負担金 運営費・負担金

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 279 109 98

補助・交付金の算出根拠
○事業費・旅費・会議費・役務費の内　合計98,000円
ただし、市の予算の範囲内：補助金額45,500円

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 58 42 50


